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一般意見の聴取、反映方法について 
 
１ 委員会、部会におけるこれまでの取り組み 

 
① 一般からのご意見を常に受け付け、頂いたご意見を委員会、部会資料として配付 
② 委員会、部会の場で一般傍聴から意見をお伺いする時間を設ける（すべての会議で実施） 
③ いくつかの現地視察において、決められた視察ポイントに現地の方に自由に集まって頂き、
意見をお伺いした 

④ 11/20 琵琶湖部会現地視察にて、地域に詳しい方に事前にお願いしていくつかのポイントで
現状等について説明頂いた 

⑤ 12/21 琵琶湖部会終了後に意見聴取のための試行の会を開催し、意見発表を希望される方す
べてにお話し頂いた 

⑥ テーマを設定し、広く呼びかけて「一般からの意見募集」を行った（昨年 12 月に流域委員
会として実施） 

⑦ 淀川部会、猪名川部会では、「一般からの意見募集」への応募意見のなかから 10 名程度を選
出し、部会（淀川 1/26、猪名川 1/27）にて直接、意見発表頂くことをお願いした。 

 
 
２ 今後考えられる取り組み 

 
（１）意見聴取方法の検討にあたっての視点 

 意見聴取方法を検討するにあたっては、下記の視点を考慮する必要がある。 
  
 ①意見聴取を行う目的は何か 

・ 真実（現状やニーズ）をきちんと知りたい 
・ アイディアを得たい 
・ 何かの事項について判断する材料としたい 
・ 啓発やＰＲを行いたい 
 
②今、部会における議論はどのような段階か 

・ 現状把握段階（今起こっている事象、問題点等） 
・ 課題、方向性検討段階（治水に関するスタンスの選択等） 
・ 具体的な計画、事業等について検討段階（個別メニュー（○○ダム等）の検討等） 
 
③どのような対象を考えるか（だれに聞くべきか） 

・ 流域住民 （川に近接／氾濫域に居住／高台に居住） 
（上流／下流） 
（子ども／若者／主婦／中高年／高齢者） 

・ 河川の利用形態による違い （飲料水として利用／レジャーに利用／仕事で利用） 
・ 河川に関係する組織、団体 （生業／レジャー／自然保護） 
・ 利害関係者（水域利用者→水上バイク利用者／地域住民／漁業者／環境団体 等） 
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３ 意見聴取の方法 

 ２で挙げた視点を踏まえ、意見聴取のタイプとして考えられるものを下記に示す。 
 

タイプ 適している段階、目的 考えられる具体案 

Ａ：ディスカッシ

ョン、ディベート

型 

・ 具体的な事項を検討する段階 
・ 何かの事項についてアイディア
や判断を求めたい場合 

・一般の人たちによる会設立 
 一般の人たちによる会を作り、ある期間
に求めた内容について議論頂き、一定の
結論を出してもらう。 

・公開討論 
ある問題に関する「反対」「賛成」の意
見を持つ人、団体を集め、双方で議論し
てもらう 

Ｂ：委員によるイ

ンタビュー型 
・現状把握、課題・方向性検討段階 
・現状、ニーズを詳細に聴きたい場
合 

・委員による分担インタビュー 
  委員各自が分担して各方面へのイン
タビューを行う。記録文書を作成し、情
報を共有する。 

・アポイント無しで押し掛ける 
  大勢もしくは数名の委員が、事前にア
ポイントをせず、でかけその場にいる
人々にインタビューする。 

Ｃ：一般と委員の

共同作業型 
・課題・方向性検討または具体的な
議論の段階 
・アイディアを得たい場合 
 

・ワークショップ 
  「治水の考え方をまとめる」や「○○
について計画案を考える」など具体的な
作業目的を定め、たとえば利害関係者を
集め、委員と一緒になってよりよい案を
検討する。 

・一緒に現地を視察する 
  委員と一緒に特定の課題に関する場
所を視察しながら意見交換を行う。 

Ｄ：サイバー型 ・段階、目的、場所、時間はあまり
問わない 
 
 

・ディスカッション 
  あるテーマを設定し、WEB 上に設けた
会議室のなかで自由に議論してもらう。 

・アンケート、投票 
  質問事項に対する回答を寄せてもら
う、賛成／反対を表明等。 

Ｅ：公聴会型 ・段階、目的はあまり問わない 
 

・指名した方に意見発表頂く 
  事前にこちらから意見発表者を指定
し、会議の場に来て意見を発表頂く。 

・希望者にすべて意見発表頂く 
  希望する人に会議の場に来て頂き、意
見発表頂く。 
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